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平
成　

年
度
の
一
般
会
計
、
用

15

地
特
別
会
計
、
国
民
健
康
保
険
事

業
特
別
会
計
、
老
人
保
健
医
療
特

別
会
計
、
介
護
保
険
特
別
会
計
の

各
歳
入
歳
出
決
算
は
、
９
月　

日
24

に
区
長
か
ら
提
案
さ
れ
、　

人
の

42

全
議
員
を
構
成
員
と
す
る
決
算
特

別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

決
算
特
別
委
員
会
で
は
、
は
じ

め
に
、　

人
の
議
員
が
決
算
全
体

14

の
総
括
質
疑
を
行
っ
た
後
、
総
務
、

区
民
、
厚
生
、
建
設
、
文
教
の
５

つ
の
分
科
会
で
、
分
野
ご
と
に
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
委

10

13

員
会
で
の
審
査
経
過
を
報
告
し
た

後
、
採
決
を
行
い
、
一
般
会
計
決

算
、
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
決
算
を
賛
成
多
数
で
、
用
地
特

別
会
計
、
老
人
保
健
医
療
特
別
会

計
、
介
護
保
険
特
別
会
計
の
各
決

算
を
全
会
一
致
で
認
定
し
ま
し
た
。

 

決
算
の
審
議
に
あ
た
り
、
次
の

議
員
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。
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）

第
３
回
定
例
会
は
、
９
月　

日
21

か
ら　

月　

日
ま
で
開
か
れ
ま
し

10

22

た
。議

案
の
審
議
に
先
立
っ
て
、
初

日
か
ら
３
日
間
、　

人
の
議
員
が

12

区
政
課
題
に
つ
い
て
、
一
般
質
問

を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
で
は
、「
平
成　

年
15

度
中
野
区
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て
」
な
ど
、
５

会
計
決
算
の
認
定
の
ほ
か
、「
平
成

　

年
度
中
野
区
一
般
会
計
補
正
予

16算
」、「
中
野
区
廃
棄
物
の
処
理
及

び
再
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」、「
中
野
区
資

産
活
用
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事

費
等
融
資
利
息
等
資
金
貸
付
条

例
」
な
ど
、
計
８
件
の
区
長
提
出

議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
５
件
を
全
会
一
致
で
、
２
件
を

賛
成
多
数
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
し
た

ほ
か
、「
中
野
区
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
」
を

継
続
審
議
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、「『
都
市
型
保
育
サ
ー
ビ

ス
へ
の
転
換
と
福
祉
改
革
』
に
関

す
る
意
見
書
」
な
ど
、
計　

件
の

10

議
員
提
出
議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
４
件
を
全
会
一
致
で
、

１
件
を
賛
成
多
数
で
そ
れ
ぞ
れ
可

決
し
、
４
件
を
否
決
と
し
た
ほ
か
、

「
中
野
区
長
の
在
任
期
間
に
関
す

る
条
例
」
を
継
続
審
査
と
し
ま
し

た
。陳

情
に
つ
い
て
は
、
７
件
を
採

択
し
、
９
件
を
不
採
択
と
し
ま
し

た
。

 

議
案
・
陳
情
の
審
議
に
あ
た
り
、

次
の
議
員
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。
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無
所
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審
議
結
果　

不
採
択
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